　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成２３年　７月　６日

指定移動支援事業者　各位　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市健康福祉局障害計画課

国制度改正（同行援護の創設）に伴う御協力について（御依頼）
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　また、日ごろから、本市の移動支援事業の実施にあたりましては格別の御理解、御協力
をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、障害者自立支援法に係る一部改正に伴いまして、移動支援事業において現在実施している視覚障害者への移動支援については、平成２３年１０月から新たなサービス（同行援護）へ移行することとなりました。
この制度改正により、現在、本市で実施している視覚障害者を対象とした「移動支援」と「ふれあいガイド」は、原則、新たに創設された「同行援護」へサービスとして統合されることとなりますが、事業者の皆様が同行援護を御提供いただくためには、国の事業者指定基準を満たし、事前に事業所所在地の都道府県所管課に指定申請を行っていただき、事業所指定を受けることが必要となります。
つきましては、御利用者には、市において現在、移動支援のサービス提供を受けている事業者の同行援護指定事業者への移行予定等を確認のうえ、対応可能であれば、同行援護が受けられる受給者証を、順次、担当の福祉事務所から御利用者あてに交付する予定でございますので、業務御多忙のおり、誠にお手数と存じますが、円滑な制度移行のために、御協力いただきますようお願い申し上げます。また、併せて、別紙アンケートへの御記入方宜しくお願い申し上げます。
＊国指定基準では、同行援護の従事者要件を居宅介護の従事者要件を満たす者とするなど、本市の移動支援事業の従事者要件に比べて限定したものとしております。このため、本市の移動支援事業等従事者研修を履修された方であっても、居宅介護の従事者要件を満たしていない場合は、新たに国が創設する同行援護従業者養成研修を履修するなどの資格要件の取得が必要となります。新たな資格要件を満たさない従事者から現在、移動支援のサービスを受けている御利用者への対応につきましては、同行援護の利用を優先としつつも、既存の移動支援事業による経過措置としてのサービス提供について検討する予定です。
　　　　　（川崎市健康福祉局障害計画課自立支援係　担当戸兵（とひょう））
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